
労働市場の動き（１１月内容）
ハローワーク築館管内の求人・求職者の動向

◆１１月の有効求人倍率は２.０９倍
◆月間有効求人数は1,８３７人、月間有効求職者数は８７７人

・新規求人数は５８６人と、前月に比べ９．３％減少し、対前年同月比では３．２％増加しました。
・新規求人の主な産業別では対前年同月に比べて増加した業種は、宿泊業・飲食サービス業７２．７％、
製造業２０．２％、サービス業１０．５％、建設業１．７％で、減少したのは運輸業２９．７％、生活関
連サービス業・娯楽業２７．３％、医療・福祉８．１％、卸売・小売業１．６％でした。
・新規求職申込件数は２４５人と、前月に比べ２１．３％増加し、対前年同月比でも１７．２％増加しま
した。
・このため、１１月の当所管内における雇用失業情勢は、月間有効求人数１，８３７人に対し、月間有効
求職者８７７人で、有効求人倍率は、２．０９倍でした。
　

月号 

28年11月 12月 29年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

有効求職者 906 881 942 968 1,032 1,069 1,041 1,012 955 967 938 898 877

有効求人数 1,721 1,728 1,769 1,786 1,728 1,627 1,701 1,693 1,682 1,677 1,801 1,869 1,837

求人倍率 1.90 1.96 1.88 1.85 1.67 1.52 1.63 1.67 1.76 1.73 1.92 2.08 2.09
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  ハローワークからのお知らせ 
 
 ○ 宮城県特定（産業別）最低賃金が平成２９年１２月１５日から改定  
       
 ○ ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません！ 
                 

築館公共職業安定所     ＴＥＬ 0228－22－2531 
栗原市築館薬師２丁目２－１ ＦＡＸ 0228－22－6892  
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平成２９年１２月２８日発行 



 

 

 

宮城県最低賃金 

 最 低 賃 金 額 効力発生日 

時 間 額 

２９．１０．１ 

７７７７２２円 

    宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等含む。） 
に適用されます。 

 
  次の業種に該当する事業場で働く労働者には、以下の宮城県特定（産業別）最低賃金が適用されます。 

宮城県特定（産業別）最低賃金  

業種は日本標準産業分類による。 

最低賃金額 適用除外労働者 
(この欄に掲げる労働者は、上記の 

宮城県最低賃金が適用になります。) 

効力発生日 
時間額 

鉄 鋼 業 
鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業

(鋳鉄管，可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造

業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業にお

いて管理，補助的経済活動を行う事業所を

除く。以下同じ。)又は純粋持株会社（管理

する全子会社を通じての主要な経済活動が

鉄鋼業に分類されるものに限る。） 

８８４４７７円 
（１） 18 歳未満又は 65歳以上の者 

（２） 雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習

得中のもの 

（３） 清掃又は片付けの業務に主として従事す

る者 

 

２８．１２．１５ 

８８７７２２円  
２９．１２．１５ 

電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具

製造業 
電子部品・デバイス・電子回路製造業、電

気機械器具製造業、情報通信機械器具製造

業又は純粋持株会社（管理する全子会社を

通じての主要な経済活動が電子部品・デバ

イス・電子回路製造業、電気機械器具製造

業又は情報通信機械器具製造業に分類され

るものに限る。） 

７７９９８８円 

（１） 18 歳未満又は 65歳以上の者 

（２） 雇入れ後 6 月未満の者であって、技能習

得中のもの 

（３） 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃又は片付けの業務 

ロ 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は

運搬の業務       

ハ 手作業による部品の差し、曲げ若しくは

切りの業務又は目視による検査の業務 

ニ 部品の組立て又は加工の業務のうち、手

作業により又は手工具若しくは小型電動

工具を用いて行う組線、巻線、かしめ、

取付け又は穴あけの業務 

２８．１２．１５ 

８８１１９９円 ２９．１２．１５ 

自動車小売業 
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付

自転車を含む)を除く。以下同じ。) 、当該

産業において管理，補助的経済活動を行う

事業所又は純粋持株会社（管理する全子会

社を通じての主要な経済活動が自動車小売

業に分類されるものに限る。） 
 

８８１１５５円 
 

（１） 18 歳未満又は 65歳以上の者 

（２） 雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習

得中のもの 

（３） 清掃又は片付けその他これらに準ずる軽

易な業務に主として従事する者 

 

２８．１２．１５ 

８４０円 ２９．１２．1５ 

    注１ 次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。 

    （１）精皆勤手当 （２）通勤手当 （３）家族手当 （４）賞与等（５）時間外・休日・深夜手当 

    注２ 日給者・月給者・歩合給者等の賃金については、１時間当たりの賃金額が、最低賃金の時間額を下回っては 

いけません。 

詳細については、宮城労働局労働基準部賃金室（022-299-8841）又は、最寄りの労働基準監督署へお問い合 

わせください。 

    仙台労働基準監督署 022-299-9075   大河原労働基準監督署 0224-53-2154 

    石巻労働基準監督署 0225-22-3365   瀬 峰労働基準監督署 0228-38-3131 

    古川労働基準監督署 0229-22-2112  

 

宮 城 労 働 局 

 

 

※ 

こ
の
最
低
賃
金
表
を
職
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
労
働
者
に
周
知
し
て
く
だ
さ
い
。 



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の皆さまへ 

LL291115首01 

ハローワークでは 

  労働関係法令違反があった事業所の 
  新卒求人は受け付けません！ 

 新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な
影響を及ぼす恐れがあります。 

 そこで、ハローワークでは、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒
者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け
付けません（以下、「不受理」という）。 

不受理となる対象と不受理期間 

１．労働基準法と最低賃金法に関する規定（対象条項はP4を参照） 

下表１・２のように、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、
公表されたりした場合に、新卒者等（※１）であることを条件とした求人が不受理の対象と
なります。不受理の期間は、AまたはBの２通り（※２）があります。 

２．職業安定法、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定（対象条項はP4を参照） 

1 

不受理期間 Ａ 
法違反が是正されるまで  

＋ 
 是正後６カ月経過するまで 

不受理期間 Ｂ 
送検された日から１年経過するまで 
（是正後６カ月経過するまでは、 

不受理期間を延長） 

（※１）新卒者等の範囲は以下の通りです。 

① 学校(小学校及び幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが 
    見込まれる者 

② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者 

③ 上記新卒求人に応募できる①、②の卒業者及び修了者 

（※３）同一条項とは項レベルまで同一のものをいいます。 

  例えば、労働基準法第37条第１項を１年に２回以上違反している場合 など 

（※２）不受理期間A・Bは、それぞれ下の期間です。 

詳しくは、 

２･３ページを 

ご覧ください。 

 

不受理となる対象 不受理期間 

（１）１年間に２回以上同一条項（※３）の違反について是正勧告を受けている場合 Ａ 

（２）違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合 Ａ 

（３）対象条項違反により送検され、公表された場合 Ｂ 

不受理となる対象 不受理期間 

（１）法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合  Ａ 



◆ 不受理期間 Ａ ◆ 法違反が是正されるまでの期間に加え、 

          是正後６カ月経過するまでの期間 

◆ 不受理期間 Ｂ ◆ 送検された日から１年経過するまでの期間 
          （ただし、是正後６カ月経過するまでは、不受理期間を延長） 

不受理期間は、以下の「不受理期間Ａ」「不受理期間Ｂ」「不受理期間Ｂの
特例」のとおり、違反の程度や内容によって定められています。 

なお、事業主からハローワークへ既に提出済みの求人についても、不受理期
間中は、ハローワークから求職者へ職業紹介を行いません。 

2 

不受理となる対象１-(１) ：１年間に２回以上の同一条項違反について是正勧告を受けた場合 

不受理となる対象１- (２) ： 違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合 

不受理となる対象２- (１) ： 法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合 

不受理期間 
について 

是正 不受理解除 

６カ月 １年以内 

是正勧告 是正勧告 

不受理期間 

是正 不受理解除 

６カ月 

公表 

不受理期間 

送検 是正 不受理解除 

１年(12カ月) 

不受理期間 

送検 是正 不受理解除 

６カ月 
１年 (12 カ月 ) 

不受理期間 不受理期間（延長） 

不受理となる対象１- (３)： 対象条項違反で送検され、公表された場合 
   

ただし、 

送検から１年経過す

るまでは不受理期間

となります。 

送検から１年経過し

ていても、是正から

６カ月経過していな

い場合は、不受理期

間が延長となります。 



職業紹介事業者（大学や特定地方公共団体などを含む。以下同じ）は、届出によって取り扱
う業務の範囲を定めることが可能です。 

ただし、大卒者の就職活動は、ハローワーク以外を活用するケースが多いため、不受理の取
扱いに関しては、職業紹介事業者もハローワークに準じた取組を行っていただくようお願い
しています。 

※職業紹介事業者から、求人提出の際に、厚生労働省のリーフレット『労働関係法令違反があった事業所を新卒
者などに紹介しないでください』（LL291115首02）裏面の自己申告書(チェックシート)などの提出を求められ
た場合は、ご協力をお願いします。 

 
  
 

既に求人不受理となった事案について、後日送検され公表された場合で、 
かつ、送検前までに当該法違反が是正されている場合 
是正から送検までの期間（上限６カ月）を１年（12カ月）から減じた期間 

3 

青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、 
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針 
（平成27年厚生労働省告示第406号） 

◆ 不受理期間 Ｂ の特例 ◆ 

６カ月 

（ 12 カ月－６カ月） 

是正勧告 送検 

６カ月 

是正 不受理解除 是正勧告 不受理解除 

不受理期間 不受理期間 

送検 

Ｘ期間 

( ６カ月未満 ) 

是正 不受理解除 是正勧告 

12 カ月－Ｘ期間 

是正勧告 

不受理期間 不受理期間 

職業紹介事業者における不受理の取扱い 

パターン１：既に是正してから６カ月経過し、不受理解除となっているので、 
 送検された場合の不受理期間である１年（12カ月）から是正後 

の６カ月を差し引きます。 

パターン２：１年（12カ月）から是正後の期間であるＸ期間を差し引きます。 

学校卒業見込者等の適職選択の観点から、特定地方公共団体及び職業紹介事業者においても、若者雇用促

進法第11条に規定する公共職業安定所における求人の不受理に準じた取組を進めるため、職業安定法第5

条の5の規定の趣旨及び求職者の職業機会の確保に留意しつつ、若者雇用促進法第11条に基づき公共職業

安定所が不受理とすることができる求人者からの学校卒業見込者等求人は取り扱わないよう、職業安定法

第29条第3項、第32条の12第1項（同法第33条第4項及び第33条の3第２項において準用する場合を含む）

又は第33条の2第5項に規定する職業紹介事業の取扱職種の範囲等の届出を行うことが望ましいこと。 



・強制労働の禁止 
   （労働基準法第5条） 

・賃金関係（最低賃金、割増賃金等） 
   （労働基準法第24条、第37条第1項及び第4項、最低賃金法第4条第1項） 

・労働時間 
   （労働基準法第32条） 

・休憩、休日、有給休暇 
   （労働基準法第34条、第35条第1項、第39条第1項、第2項、第5項及び第7項） 

【具体的な対象条項】 

長時間労働や賃金不払い残業などに関する法違反は、若者の円滑なキャリア形成に支障を
きたす恐れがあるため、以下の規定を対象としています。 

１．過重労働の制限などに対する規定 

２．仕事と育児等の両立等に関する規定 

新卒採用においては、募集から採用・就業までの期間が長く、募集段階から労働条件に変
更が生じやすいことから、就業前に労働条件を確認することが重要であるため、労働者の
募集及び求人の申込み並びに労働契約締結時の労働条件の明示規定を対象としています。
また、年少者に関する労働基準の規定も対象としています。 

・労働条件の明示 
   （労働基準法第15条第1項及び第3項、職業安定法第5条の3第1項（労働者の募集を行う者 
    に係る部分に限る。）、第2項及び第3項） 

・年少者に関する労働基準 
   （労働基準法第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条） 

３．その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定 

詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。 

仕事と育児等の両立等を理由とした不適切な取扱いがなされる場合は、若者の継続就業
が困難となることがあるため、以下の規定を対象としています。 

4 

求人不受理の対象となる規定 

※労働基準法の規定については、労働者派遣法第44条（第４項を除く。）の規定により適用する場合を含む。 
※男女雇用機会均等法の規定については、労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。 
※育児・介護休業法の規定については、労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合も含む。 

・出産等を理由とする不利益取扱の禁止等 
   （男女雇用機会均等法第9条第１項、第２項及び第３項、第11条の２第１項） 

・妊娠中、出産後の健康管理措置 
   （男女雇用機会均等法第12条、第13条第１項） 

・育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等 
   （育児・介護休業法第6条第１項、第10条、第12条第１項、第16条、第16条の3第１項、 
    第16条の4、第16条の6第１項、第16条の7、第16条の 10、第18条の2、第20条の2、 
    第23条の2、第25条、第52条の4第２項、第52条の5第２項） 

・所定外労働等の制限 
   （育児・介護休業法第16条の8第１項、第16条の9第１項、第17条第１項、第18条第１項、   
    第19条第１項、第20条第１項、第23条第１項、第２項及び第３項、第26条） 

・妊産婦の坑内業務の制限等 
   （労働基準法64条の2第1号、第64条の3第１項、第65条、第66条、第67条第２項） 

・男女同一賃金の原則 
   （労働基準法第4条） 

・性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等 
   （男女雇用機会均等法第5条、第6条、第7条、第11条第１項）  
 



資格喪失者数

月末現在被保険者数

雇用保険適用状況

（パートタイムを含む）

紹介件数

就職件数

紹　介

関　係

就　職

関　係

うち常用

うち常用 81

▲ 0.8

▲ 8.8

▲ 22.1 ▲ 10.0

93

27.9

▲ 18.4

244

1.7234

前月比（％） 前年同月比（％）

7.5

当　　月

うち常用

586 ▲ 9.3

523 ▲ 12.5

1,683 ▲ 2.9

3.2

273

3.1

7.6

0.2

6.71,837 ▲ 1.7

11.9 3.0

被保険者関係

項　　　　目

資格取得者数

一般職業紹介状況

項　　目

求
人
関
係

新規求人数

うち常用

有効求人数

うち４５歳以上

当　月

107
求
職
関
係

新規求職者数 245

有効求職者数 877

465

うち４５歳以上

0.5 1.1

188 ▲ 32.9 27.0

16,933

前月比（％）

21.3

▲ 2.7

（パートタイムを含む）

前年同月比（％）

▲ 2.3

17.2

0.0

▲ 3.2

11.5

雇用の動き（１１月内容） 

28年 

11月 
12月 

29年 

1月 
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

取得者数 230 229 232 228 223 385 520 213 234 146 173 183 234

喪失者数 148 242 240 158 218 609 188 180 162 186 203 280 188

月末現在被保険者数 16,757 16,745 16,725 16,794 16,798 16,574 16,897 16,925 16,990 16,952 16,921 16,842 16,933
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